
稼ぐ県産品支援事業補助金交付要綱 

 

令和４年４月１日付け商マ第 11 号制定 

（通則） 

第１条 稼ぐ県産品支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については、沖縄振興特別推進

交付金交付要綱（平成 24 年４月 19 日府政沖第 149 号）、沖縄県補助金等の交付に関する規則（昭

和 47 年沖縄県規則第 102 号。以下「規則」という。）及びその他の法令に定めるもののほか、この

要綱に定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、県民所得の着実な向上を図るため、県産品の県外への販路拡大を促進するこ

とにより、県内製造産業が本県経済振興の一翼を担う移出型産業として成長し、自立型経済の構築

に向けた基盤を形成することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

⑴ 県内 沖縄県内の地域をいう。 

⑵ 県外 前号に定める地域を除いた本邦内の地域をいう。 
⑶ 県産品 次のいずれかに該当するものをいう。 

 ア 県内生産者又は県内流通事業者（以下「県内生産者等」という。）が、県内で生産又は加工等

を行った農林水産物、加工品、工業製品等 

 イ 県内生産者等が、県外生産者又は県外流通事業者（以下「県外生産者等」という。）へ委託等

により生産、加工等を行わせたもので、かつ、県内生産者等が最終加工を県内にて行った農林

水産物、加工品及び工業製品等 
ウ 県内生産者等が、県外生産者等へ委託等により生産、加工等を行わせたもので、かつ、製品全

体に対して県産原材料を半分以上用いて、県産品として販売する農林水産物、加工品、工業製

品等 

⑷ 県内生産者 県内に本店又は主たる住所（個人事業主の場合等）を有する生産者又は加工・製

造者をいう。 
⑸ 県外生産者 県外に本店又は主たる住所（個人事業主の場合等）を有する生産者又は加工・製

造者をいう。 
⑹ 県内流通事業者 県内に本店を有し、県外で県産品を販売し、又は販売しようとする者をいう。 
⑺ 県外流通事業者 県外に本店を有し、県外で県産品を販売し、又は販売しようとする小売業者、

卸売業者をいう。 
⑻ 支援機関等 県内生産者、県内流通事業者及び県外流通事業者をそれぞれ若しくは全てを束ね

る役割を果たす県内に本店を有する公的機関及びそれに相当すると認められる者をいう。 

⑼ 沖縄物産展 県外の百貨店及び商業施設等において開催されるもので、県内生産者等が出店し、

実演販売を中心に実施される消化仕入、又は出店料等を徴収する方法等により実施される催事を

いう。 

⑽ 沖縄フェア 県外の量販店等の店舗において広く展開されるもので、主に量販店による商品買

取方式により県産品の販売を行う催事をいう。 



 

（補助対象事業者） 

第４条 この要綱に基づく補助金を受けることができる者（以下「補助対象事業者」という。）は、次

の各号に定める者のうち、中小企業等経営強化法（平成 11 年法律第 18 号）第２条に規定する中小

企業者等であって、知事が定める研修を受講する者であること。 
⑴ 県内生産者 

⑵ 県内流通事業者 
⑶ 支援機関等 

 

（交付の対象経費及び補助率） 

第５条 知事は、補助対象事業者が県外において実施する県産品の販売促進活動のほか、県産品の販

路拡大に資すると認められる活動のうち、次に掲げるもの（以下「補助事業」という。）に対し、知

事が必要と認める経費（以下「補助対象経費」という。）の全部又は一部について、予算の範囲内で

補助金を交付する。 
 ⑴ 県外で開催される見本市及び展示商談会等への出展、県外小売店等で開催する沖縄物産展及び

沖縄フェアへの参加並びに県外流通事業者及び沖縄フェア等を開催する飲食店事業者等の招聘に

よるマッチング（以下「県産品販路拡大総合支援」という。） 
 ⑵ 沖縄フェアの開催（以下「沖縄フェア開催支援」という。） 
 ⑶ 電子商取引（ＥＣ）に係る基盤構築及び強化（以下「ＥＣ活用販路拡大支援」という。） 
 ⑷ 既存商品の改善方向を検証するための試作実験、テスト販売等の市場調査及び調査結果等をも

とに実施する商品改善又は新たな商品開発（以下「商品開発及び商品改善支援」という。） 

２ 前項の補助事業の内容、要件等は別表第１に、補助対象経費、補助率、上限等については別表第

２に定める。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、様式第１号による交付申請

書及び別に知事が定める添付書類を知事に提出しなければならない。 

２ 申請者は、第１項の補助金の申請をするに当たっては、当該補助金にかかる消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額（交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭

和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金

額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額

に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。））を減額して交付申請

しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものにつ

いては、この限りでない。 
３ 申請者は、補助対象経費を同じくする他の補助金と重複して申請してはならない。 
４ 交付の申請（前条第１項第２号に規定する補助対象経費への申請は除く。）は、連続２事業年度

までとする。 
 

（交付の決定） 

第７条 知事は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付す

べきものと認めたときは、交付の決定を行い、交付決定通知書により申請者に通知するものとする。 



２ 前項の交付の決定にあたり、知事は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助

金の交付の申請に係る事項について修正を加え、又は条件を附して交付の決定をすることができる。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 前条の補助金の交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、交付の決定の内

容又はこれに附された条件に不服があるときは、申請を取下げることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により申請を取下げようとするときは、前条第１項の通知を受けた日

から起算して 10 日以内に、様式第２号による交付申請取下げ書を知事に提出しなければならない。 

 

（変更等の承認） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当する

ときは、あらかじめ様式第３号による計画変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

 ⑴ 補助対象経費の区分間におけるいずれか低い額の２割を超える額の配分を変更するとき。 

 ⑵ 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる場合を除く。 

  ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により計画変更を

認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

  イ 補助目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付

すことができる。 

３ 知事は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、補助金交付決

定変更通知書により、補助事業者に通知するものとする。 

４ 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止する場合は、その理由を記載した様式第４号による中止

（廃止）承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（事故報告） 

第 10 条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補

助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第５号による事故報告書を知事に提出し、その

指示を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第 11 条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、知事が報告を求めたときは、様式

第６号による遂行状況報告書を知事に速やかに提出しなければならない。 
 
（実施期間） 

第 12 条 補助事業者は、交付を決定した日から交付決定の日の属する年度の１月末日までに補助事業

を完了しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により完了できない場合は、あらかじめ知事の承認

を得た上で、交付決定の日の属する年度の２月末日まで延長することができる。 

 

（実績報告） 



第 13 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき若しくは補助事業の廃止の承認を受けたときは、そ

の日から起算して 30 日以内又は交付決定の日の属する年度の２月 15 日のいずれか早い日までに、

様式第７号による実績報告書及び別に知事が定める添付書類を知事に提出しなければならない。 

２ 前条第２項の規定により実施期間の期間が延長された場合は、交付決定の日の属する年度の３月

７日までに、前項に定める実績報告書等を提出しなければならない。 

３ 補助事業者は、前２項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明ら

かな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、第１項及び第２項の実績報告後においても知事の指示があるときは、補助事業に

係る実績、効果等について報告しなければならない。 

 

（実績の公表） 

第 14 条 知事は、補助事業の実績を公表することができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により知事が行う補助事業の実績の公表に協力しなければならない。 

 

（額の確定） 

第 15 条 知事は、第 13 条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行

い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第９条の規定に基づく承認

をした場合は、その承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき

補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項において確定をしようとする補助金の額に、１円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て

るものとする。 

 

（補助金の請求） 

第 16 条 補助金は、前条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、支払うものとす

る。ただし、必要があると認められる経費については、概算払いをすることができる。 

２ 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、様式第８号による概算払請

求書又は様式第９号による精算払請求書を知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第 17 条 知事は、第９条第４項の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場

合には、第７条の決定の内容（第９条第１項の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容）

の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。 

 ⑴ 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく知事の処分若しくは指示に違反した場合 

 ⑵ 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

 ⑶ 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合 

 ⑷ 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくな

った場合 

２ 知事は、前項の取消しをした場合には、交付決定取消通知書により補助事業者にその旨を通知す

るものとし、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当

該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合は、第１項第４号に規定する場合を除き、その命令に係る補助



金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利 10.95 パーセントの割合で計算した加算金の納

付を合わせて命ずることができる。 

４ 第２項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付の期限は、当該命令のなされた日か

ら 20 日以内とし、知事は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る

期間に応じて年利 10.95 パーセントの割合で計算した遅延金を徴するものとする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 18 条 補助事業者は、第 15 条の規定に基づく補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告

により交付金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第 10 号により知事に速やかに

報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる

ものとする。 

３ 前項の返還については、前条第４項の規定を準用する。 

 

（立入検査） 

第 19 条 知事は、補助金の交付手続上必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な資料の提

出を求め、又は関係職員（その委任を受けた者を含む。）に帳簿、証拠書類、その他物件を検査させ

ることができる。 

 

（補助金の経理） 

第 20 条 補助事業者は、補助事業の経理について、他の経費と明確に区分し、その収入及び支出を記

載した帳簿を備え、経理の状況を常に明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を整理し、かつ、これらの書類について補

助事業を廃止した日又は完了した日の属する日の年度の翌年度初日から起算して５年間は保管して

おかなければならない。 

 

（産業財産権に関する届出） 

第 21 条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権又は意匠権（以

下「産業財産権」という。）を取得した場合、又はこれらを譲渡し若しくは実施権を設定した場合

には、遅滞なく様式第 11 号による産業財産権届出書を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の収益納付） 

第 22 条 補助事業者は、補助事業実施中及び終了後一定期間内に、補助事業の成果に基づく産業財産

所有権譲渡又はそれらの実施権の設定等により収益があったときは、様式第 12 号による収益状況報

告書を知事に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、知事が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、知事の発する

指令に従って、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納入しなければならない。 

３ 知事は、前項の認定に際して必要な条件を付することができる。 

 

（雑則） 

第 23 条 この要綱に定めるほか、補助金の交付に関する必要な事項は、別に定める。 



２ この要綱に規定する申請書その他の書類は、各１部とする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

２ この要綱は、令和９年３月 31 日をもって効力を失う。 

  



別表第１（第５条第２項関係） 

 
補助事業の種類 

 

 
補助事業の内容 

 

 
補助対象事業者 

 

 
要 件 

 
 

県産品販路拡

大総合支援 

 

 

新規販路開拓又は既存商品の

更なる普及を目的として行われ

る県外で開催される見本市及び

展示商談会等への出展、県外小

売店等で開催する沖縄物産展及

び沖縄フェアへの参加並びに県

外流通事業者及び沖縄フェア等

を開催する飲食店事業者等の招

聘 

 

 

県内生産者及び 

県内流通事業者 
 

 

取扱製品の半分以上が県

産品であり、県産品の生産

、加工、販売等を１年以上

行っていること、かつ、県

外での販路拡大に必要な活

動として、知事が別に定め

る基準を満たすこと。 

 

 

沖縄フェア開催

支援 
 

 

新規販路開拓又は既存商品の更

なる普及を目的として県産品の訴

求を図るために行われる沖縄フェ

アの開催 
 

 

県内生産者、県

内流通事業者及

び県外流通事業

者（ただし、県

外流通事業者に

おいては、県内

生産者等と連携

して申請しなけ

ればならない。

） 

 

 

取扱製品の半分以上が県産

品であり、県産品の生産、加

工、販売等を１年以上行って

いること、かつ、県外での販

路拡大に必要な活動として、

知事が別に定める基準を満た

すこと。 
 

 

ＥＣ活用販路

拡大支援 

 

 

新規販路開拓又は既存商品の更

なる普及を目的として行われる電

子商取引（ＥＣ）に係る基盤構築

及び強化 
 

 

県内生産者、県

内流通事業者及

び支援機関等 

 

 

取扱製品の半分以上が県産

品であり、県産品の生産、加

工及び販売等を１年以上行っ

ていること。 
 

 

商品開発及び商

品改善支援 

 

 

 専門家の個別指導及び支援を基

に既存商品の課題を探り、高付加

価値化を目的に改善方向を検証す

るための試作実験、テスト販売等

の市場調査及び調査結果等をもと

に実施する商品改善又は新たな商

品開発 
 

 

県内生産者及び

県内流通事業者 

 

 

取扱製品の半分以上が県

産品であり、県産品の生産

、加工及び販売等を１年以

上行っていること、かつ、

商品改善を行う予定の商品

が１年以上販売されている

こと。 

 



別表第２（第５条第２項関係） 

 
補助事業の種類 

 

 
補助対象経費 

(消費税及び地方消費税は含まない) 

 
補助率 

 

 
補助金の交付額 

 

 

県産品販路拡大総合

支援 

 

 

ア 旅費 

イ 販売促進費 

ウ 商品説明員の雇用に関係する

経費 

エ その他知事が必要と認める経

費 

 
１事業年度目は 
３分の２以内 

 

２事業年度目は 

２分の１以内 

 

 

１事業年度目は 

80万円以内 

 

２事業年度目は 

60万円以内 

 

沖縄フェア開催支援 
 

 

ア 旅費 

イ 会場設営及び運営費 
ウ 商品説明員の雇用に関係する経

費 

エ 謝金 

オ 販売促進費 
カ その他知事が必要と認める経費 
 

 

３分の２以内 

 

 

１回の申請につき

450万円以内 

 

 

ＥＣ活用販路拡大支

援 

 

 

ア ＥＣサイトを新規に作成する事

業者であって、ＥＣサイト構築費

及びＥＣモール出店料 
イ 既に有しているＥＣサイトを強

化するために必要な改修費用 

 

 

１事業年度目は 
３分の２以内 

 
２事業年度目は 
２分の１以内 

 

 

１事業年度目は 

30万円以内 

 

２事業年度目は 

25万円以内 

 

 

商品開発及び商品改

善支援 

 

ア 分析試験費 

イ 技術指導受入費 

ウ 試作品制作費 

エ 市場・消費者調査費 

オ テスト販売及び販売促進に係る

費用 
カ その他知事が必要と認める経費 
 

 

１事業年度目は 
３分の２以内 
 

２事業年度目は 
２分の１以内 

 

 

１事業年度目は 
100万円以内 

 

２事業年度目は 

75万円以内 

 ※補助金対象経費、補助金の額の上限は、消費税及び地方消費税を含まない額とする。 
 


